
中隼人民共和国漸江省叉島市与日本兵庫具淡路市

　　　　　　　　　友好交流切蚊弔

　　力透一歩増遊中隼人民共和国又島市与日本淡路市之同的友

好交流美系，在此前交流所建立的信頼美系基砧上，丙市本着以

中日丙国政府共同声明和中日和平友好条釣力准則，尽釜署本友

好交流祷狭需，以麩躾深入推幼双方的秋扱合作。径述友好憐商，

現迭成如下一致意児：

　　一、双方在行政、旅游、径済、文化、教育、人オ等領域升

展多祥化的交流合作，以実現双方共同繁柴和麦展。

　　二・双方通這信息互通和共享，深化友好美系，増透相互理

解，避一歩促遊丙市及丙国的友好芙系与繁菜。

　　三、委派又身市人民政府夕卜事与併秀亦公室和淡路市企画政

策部秘禰　振保力双方各自具体負責友好交流的朕絡方。

　　此祷狭有軽双方共同児証井同意干笠署之日起生敷。本憐狭

布由中、日文丙科文字写成，一式丙扮，丙科文本同等作准。

友好都市提携協定書

　日本国兵庫県淡路市と中華人民共和国漸江省義烏市は、日中両国政府の共同声明と

日中平和友好条約の原則に基づき、これまでの交流を通して積み上げてきた両市の信

頼関係を礎として、友好協力関係をさらに推進するため、友好都市提携を締結する。

1　双方は、行政、観光、経済、文化、教育、人材をはじめ、様々な分野における

交流を通じて、相互の繁栄と更なる発展に努める。

2　双方は、両市及び両国の友好関係と繁栄に寄与するため、お互いに情報発信を

行い、友好関係を深め、友好都市間の相互理解に努める。

3　双方は、淡路市企画政策部秘書広報課及び義烏市人民政府外事僑務弁公室を窓

口とし、交流及び協力する取組について調整をする。

　この協定書は、日本語及び中国語により作成し、両文書はともに同等の効力を有し、

署名の日から有効となる。
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